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1. はじめに 

本研究は，法学部における法廷弁論の実習授

業を支援するシステムを提供し，授業の効率化

を図り，教育方法の分析のための記録を残すこ

とを目的に推進された研究の一部である．今回

紹介する, 立証準備のためのシステム, ArgPLAN

は，法廷での弁論活動に欠かせない証拠の提示

を意識させる教育の一環の中で，その教育支援

を行うものである[5]． 

本研究が対象とする科目は，司法制度改革推

進の流れを受けた法学教育の試みとして，従来，

司法試験合格後の司法修習や法曹の職に就いて

からの OJT でしか行われていなかった法廷弁論

の実習を学部学生にも行わせる実習科目である．

これは 2001 年度より大阪大学，鹿児島大学，名

古屋大学の法学部の 3 大学連携授業科目として

開講され，現在に至っている[6]． 

2005 年度より論争掲示板システムを導入し，

2007 年度より証拠・証言収集のための FF 掲示板

システムの導入を行い[2,3]，さらに，2008 年度

には，訴状・答弁書のやり取りを ICT ツール化

し，これを導入することで一連の法廷弁論に関

するツールを統合した[4]．こうして，訴訟プロ

セス全体を通じた実習システムが完成した． 

しかしながら，この一連のツールは言わば公

的な訴訟環境をシミュレートしたものであり，

その一方では，法廷での立証方法を計画したり，

準備したりする，喩えるなら弁護士事務所内の

活動のような内部的な準備作業を支援する学習

環境が必要になってきた．そこで，立証準備の

ための支援ツールとして ArgPLAN を提供するに

至った．これは法廷における主張と証拠を結び

付ける立証過程を仮想の弁護士事務所内で計画

するための環境として実現されたものである． 
 

2. ArgPLAN の位置付けと特徴 

本システムは，筆者が開発したコース管理シ

ステムである NLS シラバスシステム[1]上に構築

され，既に運用されている訴訟プロセスの実習

システム[4]とともに提供されている． 

 

 

 

この訴訟プロセスの実習システム全体の構成

を図１に示す．論争掲示板システムとは，原

告・被告がスレッド掲示板で弁論による対戦を

行うためのシステムであり，証拠や証言のデー

タベースを直接参照できるようになっている．

なお，FF とは Fact Finding と言う証拠や証言を

集めるための教員と学生とのＱ＆Ａのプロセス

の略称であり，この支援のために FF 掲示板シス

テムも提供されている．ここでのやり取りに基

づき，証拠や証言のデータベースが自動構築さ

れる．これらの訴訟プロセスの作業が対外的で

あるのに対して，ArgPLAN は，内部的な，仮想の

弁護士事務所内での作業支援ツールとして位置

付けられている．教育支援の観点からは，内部

的な作業においても，主張に証拠を結び付ける

ことを意識させることがその目的となっている． 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 全体構成図 

 

米国では既に弁護士事務所内の作業を管理す

るためのシステムも販売されているが(例えば，

LexisNexis 社の CaseMap[7])，ArgPLAN は，その

ような一般的な弁護士業務を支援するものでは

なく，立証活動に特化したものである．日本で

は，米国のような判例法の国家とは異なり，法
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律を基にした議論構成を行わなくてはならない．

そこで，本システムでは，法律の条件部分(「法

律要件」と呼ぶ)ごとに証拠を提示しながら，グ

ループ内で議論ができるようにしている． 
 
3. ArgPLAN の機能概要と実現方式 

本システムは，法律要件ごとの証拠提示と，

法律要件ごとの議論の場を提供しており，この 2

点が本質的な機能である．前者は，法律要件と

その立証方法を書き込んだ後，その要件を立証

する根拠となる証拠や証言を FF 掲示板システム

のデータベースより引用する表形式の掲示板機

能である．後者は，その要件ごとにスレッド式

掲示板によって事務所内で議論を行うための機

能である．画面を図２に示す．本システムを含

め，関連する全てのシステムは Zope[8]という，

コンテンツ管理システム上に実現されている． 

 

  
図２ ArgPLAN の画面 

  
4. 実施状況 

弁論の全記録が残せるようになった 2005～

2010 年度までの授業では，毎年，後期学期に先

に示した 3 大学の連携講義として進められ，年

平均 78 名の受講生が実参加し，年平均 9.3 対戦

が行われてきた． 

証拠引用機能がなかった 2005～2006 年度は，

文章による証拠の提示の記述がほとんどなされ

ていなかった．2007～2008 年度には，証拠引用

の機能を設けたため，主要事実への証拠提示率

が約 64%となり，2009～2010 年度は証拠未提示

への警告表示機能と ArgPLAN が導入され，約 90%

提示率となった．証拠提示率とは，全主要事実

数に対する，証拠の提示された主要事実数の割

合である．また，1 つの主要事実辺りの証拠引用

機能による証拠引用数も，証拠引用機能の導入

後である 2007～2010 年の順に，2.7 個，3.0 個，

6.8 個，8.9 個と単調に増加しながら推移してお

り，やはり，2009 年度と 2010 年度が前の 2 年に

比べると大きく増加していることが分る．この

ことから，証拠提示への意識が向上していると

予想される．また，2009 年度は，ArgPLAN の完

成が弁論実習中であったために周知・利用期間

が十分でなく，その利用率は 50%に留まったが，

2010 年度は最初から導入できていたため，利用

率が 100%になっており，この点でも，引用率増

加に ArgPLAN が貢献できていると予想される． 
 
5. まとめ 

一概に，ArgPLAN の導入だけによって，証拠の

提示が盛んになったとは言えないが，証拠を意

識せざるを得ないような枠組みに従って学習を

進めていることは事実であり，その枠組みの利

用頻度が増加していることも事実である．そこ

で，当初の目的は概ね達成できたと考えられる．

なお，操作方法やインターフェースについては，

学生からの要望も挙がっており，それらに対応

していくことが今後の課題である． 
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